



　



いま、街頭宣伝で、派遣労働の過酷な実態、政府案の問題点と派遣法抜本改正の必要性を訴えることが重要です。是非とも、多くの団員、事務局の皆さま、ご参加下さい。








早期・徹底審議と派遣法抜本改正を求める駅頭宣伝


　　　【日　時】：１１月１０日（水）午後５～７時


　　　【場　所】：ＪＲ新宿駅西口


　　　【主　催】：自由法曹団








　自　由　法　曹　団　


　東京都文京区小石川２０１号


　ＴＥＬ　０３－３８１４－３９７１／　ＦＡＸ　０３－３８１４－２６２３


　





労働者派遣法の国会審議がなかなか開始されません。民主党が参議院で過半数割れの中で、「内容を修正して自民党や公明党の協力を得る。」などの声も聞かれます。これでは、改正案の内容が悪くなるばかりです。早期に国会審議を開始させ、派遣労働の過酷な実態を明らかにし、抜本改正の必要性を明らかにすることが重要です。「早期・徹底審議で派遣法抜本改正の実現を！」の世論を大きく広げましょう！





【内　容】


国会議員のあいさつ


全労連からの情勢報告


自由法曹団からの報告


ⅰ　製造業派遣・登録型派遣の全面禁止の必要性


ⅱ　直接雇用みなし制度の問題点


ⅲ　均等待遇原則の重要性


当事者からの訴え


各界からの発言


（院内集会を午後３時頃に終了し、その後国会議員要請をおこないます。）











早期・徹底審議と派遣法抜本改正を求める院内集会


【日　時】：１１月１日（月）午後１～５時


【場　所】：衆議院第二議員会館多目的会議室


（１階ロビーの一番奥）


【主　催】：自由法曹団・全労連・労働法制中央連絡会





【連絡先】　　自　由　法　曹　団　


東京都文京区小石川２０１号


TEL 03-3814-3971?・FA03^3814-2623











